
実地指導で多かった
指摘事項について

松本市 健康福祉部 福祉政策課 福祉監査担当

令和６年２月２２日（木）
指定障害福祉サービス事業所集団指導
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（日中活動系サービス）



実地指導とは

実地指導は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づき、障害福祉サービスの質の確保及び給付の適正化を図ることを目的とし
ています。

 質の確保

人員、運営、設備等の基準を満たしているかを確認します。

 給付の適正化

報酬の請求等に関する事項が守られているかを確認します。
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実地指導の方法
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 当年度の初めに実施対象事業所に対して通知を送付します。

 具体的な日時については、実地指導の１か月前に通知を発送します。

 市のホームページにサービス毎の自己点検表がありますので、

事前に自己点検を行い、記入いただいたものを、指導当日の５営業日前

までに提出ください。

 自己点検票は、分量が多いですので、早めのご準備をお願いします。

 当日は、市の職員が事業所・施設を訪問し、管理者をはじめとした職員の方か
らの聴き取りや記録等の書類によって普段の運営の状況を確認します。

ぜひ、普段から自己点検票による点検や確認を行い、
運営の状況を確認していきましょう。



自主点検表(参考）

障害福祉サービス事業者自主点検表 

（令和 3 年 9 月版） 

【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護】 

 
事業種類 

（選択してください） 

□居宅介護 □同行援護 

□重度訪問介護 □行動援護 

事業所番号  指定年月日  

フリガナ  

事業所名称  

事業所所在地 松本市 

電話番号  FAX  

e-mail  

フリガナ  

法人名称  

法人代表者名  

管理者名  

サービス提供管理者 

（責任者）の氏名 
1  2  

主な記入者 

職・氏名 
 

記入年月日 令和  年  月  日 

（実地指導日） （令和  年  月  日） 

 

営業日  

営業時間  
サービス 

提供時間 
 

 

利用定員   人 
前年度平均 

利用者数※ 
 人 

前年度 

利用状況 

（月別） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均 

実人員              

延人員              

開所日数              

         ※前年度の平均利用者数＝延人員÷開所日数（小数点第２位以下を切上げ） 

第 1 基本方針 

項目  点検のポイント 点検 根拠 確認書類等 
1 

基本方針 

⑴ 事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた

個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供する

とともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講

ずることにより利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供しています

か。 

はい 

いいえ 

条例第 4条 

省令第 3条 

 

⑵ 事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、

常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めて

いますか。 

はい 

いいえ 

⑶  事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制を整備し、その従業者に対し研修を実施する等の措置

を講じていますか。 

関連項目→「項目 35 運営規程」 

はい 

いいえ 

⑷ 事業所の従業員は障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚

し、障害者虐待の早期発見に努めていますか。 

はい 

いいえ 

障害者虐待 

防止法第 6 条 

 

   
＜養護者による虐待（障害者虐待防止法 2 条＞ 

① 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 

② 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

③ 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を 

行うこと。 

④ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による①から③までに掲げる行為と同様の行為の 

放置等養護を著しく怠ること。（障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の 

義務を著しく怠ること。） 

⑤ 養護者又は障害者の親族が（障害者福祉施設従事者等が）障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に 

財産上の利益を得ること。 

 

⑸ 障害者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市

町村に通報していますか。 

はい 

いいえ 

障害者虐待 

防止法 

第 7、16 条 
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当日用意していただく主な書類

勤務実績表 勤務体制一覧表 従業員の資格証
雇用形態がわかる書類
（雇用契約書・辞令等）

従業員の秘密保
持誓約書

運営規程
※最新のもの

重要事項説明書
※最新のもの

利用契約書 個人情報同意書

サービス担当者
会議の記録

サービス提供記
録

個別支援計画
アセスメント
シート

モニタリング
シート

業務日誌
国保連への請求
書控え

利用者への請求書、
領収書の写し

パンフレット/

チラシ
加算の算定根拠
となる資料

緊急時対応マ
ニュアル

職員研修計画/

実施記録
苦情関係書類
（記録様式等）

事故関係書類
（記録様式等）

非常災害対策関
係書類

身体拘束の適正
化に関する書類

虐待防止に関す
る書類

業務継続計画に
関する書類

感染症予防に関
する書類

就業規則等
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実地指導当日の流れ

事業所の特色や課題等について聴き取り

人員基準の確認
請求内容の確認

運営基準の確認
個別支援計画の確認

講評

設備の確認
掲示物の確認
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実地指導後の対応

 実地指導後は市から結果通知を送付します。

 文書指摘とされたものについては、おおむね１か月後までに改善報告書
を提出いただきます。

 口頭指摘とされたものについては、改善報告書の提出は不要ですが、必
要な措置を講じてください。

 指摘事項については、次回の実地指導時に改善状況について確認しま
す。
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人員基準の主な確認項目

 勤務表が作成されているか

（事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成する必要がある。）

 勤務実績が記録されているか

（人員基準や加算要件を満たせているかの確認）

 有資格者を配置すべき職に有資格者が配置されているか

 常勤、非常勤、専従、兼務が基準に沿っているか

（従業者と雇用契約その他の契約により、管理者の指揮命令下にあるか）
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令和５年12月27日に、事実と異なる勤務表を作成し、虚偽の指定申請を
行った事業所が、長野県から指定取消しとして処分を受けた事例も



運営基準の主な確認項目

 運営規程と重要事項説明書や広告の内容に相違がないか

 利用者との契約が適正になされているか

 サービス提供の記録や利用者の確認が適正になされているか

 苦情、事故の対応マニュアルや記録様式は整備されているか

 虐待防止・身体拘束適正化のための委員会の議事録や指針、研修の記録が
あるか

 計画に沿って研修や訓練が実施されているか
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これまでの主な指摘事項

 人員基準

・併設事業所と兼務している職員が多数になった結果、基準を下回ってし
まった

 運営基準

・運営規程と重要事項説明書の内容が一致しない

・契約書の契約日、契約期間等の記載漏れ

 個別支援計画

・アセスメントやモニタリング等を実施した記録が確認できない

・利用者の同意を得ていない

 請求関係

・サービス提供の記録や利用者の確認が適正に行われていない

・加算を算定する根拠となる書類の不備等 10



令和４年度実地指導の結果
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１ 指摘事項の多かった項目
⑴ 運営に関する基準
ア 契約の手続きに係るもの（運営規程、重要事項、契約書）
イ 個別支援計画の策定に係るもの（作成、交付、保管等）
●特に、計画の原案の検討会議及びモニタリング及びアセスメントの
未実施、もしくは行った記録のないものが散見されている。

ウ 給付費の受領の通知に係るもの
エ 経過措置終了し義務化もしくは経過措置となっている事項の未対応
●虐待防止、業務継続計画、衛生管理関係、身体拘束等

⑵ 人員に関する基準
ア 人員体制、勤務時間に係るもの
●勤務表（勤務体制一覧表）を予定、実績で毎月作成していない。
●複数の事業所や職種の兼務をしており、基準を満たさなくなった。

⑶ 給付費の算定及び取り扱い
ア 各種加算に係るもの

特に指摘の多い加算については、別途解説
※加算を算定する際は、事前の届出が必要です。
※継続して算定の要件を満たしているか、定期的に確認してください。



日中活動系サービスの指摘事項
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〇実施数
１９件

〇総指摘件数（内、文書指摘）
１４４件（３０件）

〇特に多かった指摘事項
・経過措置終了後の未対応
（指針、計画の未作成など）
・勤務体制の確保に関すること
・出勤簿や勤務表に適切な勤務時間が記載され
ていない。

・研修を行った際に実施記録がない。

①5件
②0件

③128件

④11件

①人員に関する基準

②設備に関する基準

③運営に関する基準

④給付費の算定及び取扱い



就労系サービスの指摘事項
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〇実施数
３６件

〇総指摘件数（内、文書指摘）
３３８件（５６件）

〇特に多かった指摘事項
・経過措置完了後の指針、計画の未作成
・サービス費の算定基準に見合う基準人員を
満たしていない。

・必要な職種の配置がない。
・常勤でなければならない職種に常勤の従業
者を配置していない。

・工賃向上計画を作成していない。
・前年度の実績及び今年度の目標工賃を利用
者に周知していない。

・施設外就労の内容が個別支援計画へ位置づ
けられていない。等

・各種加算の算定基準を満たしていない。

①18件 ②0件

③270件

④50件

①人員に関する基準

②設備に関する基準

③運営に関する基準

④給付費の算定及び取扱い



サービスの提供の記録
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サービスの提供を行った場合、その提供の都度、内容を記録し、利用者（障害
児は保護者）から、確認を受けることが必要です。
※居住系のサービスは、まとめて確認してもらうことも可

●印鑑、署名等で、サービスの提供の都度、確認を受けてください。
※1日に複数回のサービスを提供する場合は、最後にまとめてでも可

【よくある質問】

Q 利用者本人もしくは保護者に、会えない、面倒、もしくは特性上難し
いため、まとめて確認にしてほしいと言われたが、その場合、1か月分を
まとめて確認してもらう、という方法を取っても良いですか。

A サービスの提供の都度確認を受けることとなっている旨を相手方に
伝え、原則は、可能な限り対応してもらってください。ただし、個々の事情
で対応が難しい場合は、都度確認を受けることが困難である理由及び、その
対応を行うことになった経緯がわかるようにしておいてください。



各種加算に係る指摘事項（日中活動系）
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２ 欠席時対応加算
⑴ 急病等で、利用予定日の前々日、前日、当日に欠席の連絡を受け、利用者

又はその家族との連絡調整その他の相談援助を行った場合、1か月に最大
４日まで算定可能

⑵ 連絡を受けた日時、連絡者、欠席理由、対応した内容（様子の聞き取り、
各種相談等への助言等、次回の利用に関する確認等）を記録すること

●欠席の連絡を受けた、その記録をしただけでは不十分
●定期通院等、事前に欠席が把握できた理由での欠席は対象外

◎対応を行った記録が必要なので注意！

１ 送迎加算
⑴ 週３回以上実施
⑵ １回（片道）あたりの（月ごとの）平均利用人数が１０人以上 ※

※定員が２０人未満の場合は、定員の半数以上
●⑴、⑵の両方を満たす→送迎加算Ⅰ
●⑴または⑵のいずれかを満たす→送迎加算Ⅱ

◎特に、⑵の要件は要注意！



個別支援計画の策定について

16

●個別支援計画の策定に当たっては、次の手順を踏み策定ください。

①アセス

メント

②個別支

援計画原

案作成

③担当者

会議

④利用者

等への説

明・同意

⑤個別支

援計画の

交付

⑥サービ

ス提供

⑦モニタ

リング

６か月（３か月）に1度見直し、変更の検討を

●個別支援計画策定における確認事項

〇アセスメントやサービス等利用計画に基づき原案が作成されているか
（アセスメントの記録や原案があるか）

〇担当者会議やモニタリングが実施されており、その記録があるか

〇個別支援計画に利用者の同意があり、交付されているか

〇サービス管理責任者が作成しているか



虐待の防止及び身体拘束等の適正化
●令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、

・職員への研修等の項目が努力義務から、義務化へ

・身体拘束等の適正化では減算要件も追加
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●義務化による負担を少なくするために、

厚生労働省のホームページに掲載されている「障害者虐待防止及び

身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」（令和４
年３月PｗCコンサルティング合同会社）を参考にしてください。

・義務化に当たって必要となる項目の取組ポイント
・小規模事業所の体制整備等における効果的な取組ポイント
・指針や様式のひな形 等が掲載されています。

体制整備を進めることは、日々の支援の充実、不適切支援等が早期に
発見され、業務改善にもつながります。



虐待の防止（１）
●虐待の防止

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の３点の措置が義務化され

ています。

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者に周知すること。

② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

③ ①及び②の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

18

〈実地指導時に最低限確認すること。〉
・①及び②は議事録等、結果の記録を確認します。
・③については、指針や重要事項説明書等で確認します。
⇒これらが確認できない場合、今後は減算対象に



虐待の防止（２）

〇 テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

〇 事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可。

〇 開催に必要となる人数については、事業所の管理者や

虐待防止担当者（必置）が参画していれば最低人数は問わない。

〇 委員会の結果を従業者に周知徹底することが必要。

〇 １年に１回は開催することが必要。

〇 身体拘束等適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも可。

〇「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。
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●虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催にあたって



虐待の防止（３）
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・虐待（不適切な対応も含む）が発生した場合、報告するための様式の整備

・虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、様式により虐待に
ついて報告すること
・報告された事例を集計し、分析すること
・事例の分析に当たっては、発生時の状況等を分析し、発生原因、結果等を取りま
とめ、再発防止策を検討すること
・労働環境・条件について確認するための様式を整備し、様式に従い作成された内
容を集計、報告し、分析すること
・報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること
・再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること

この委員会の目的は、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防

止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものでは
ないことに留意すること。

●虐待防止委員会で実施すべきと想定される内容



虐待の防止（４）
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・虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を

作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図る
・定期的な研修（１年に１回以上）を実施するとともに、新規採用時には
必ず虐待防止の研修を実施すること
・研修の内容は記録すること
・施設内で行う職員研修で可
・協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加するのも可

・担当者については、サービス管理責任者等を配置すること。
・虐待防止委員会に参加することが必要。

●研修の定期的な実施にあたって

●虐待防止のための担当者について



身体拘束等の適正化（１）

① 事業所における身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知すること。

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。
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〈実地指導時に最低限確認すること。〉
・①及び③は議事録等結果の記録を確認します。
・②については、指針を確認します。
⇒これらが確認できない場合には、減算の適用対象に
なります。

●身体拘束等の適正化
身体拘束等の適正化を図るため、以下の３つの措置を講じること。

（実施等されていない場合には、減算が適用されます。）



身体拘束等の適正化（２）

・事業所単位でなく、法人単位での設置も可能。

・少なくとも１年に１回は開催すること。

・虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。
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・身体拘束等について報告するための様式を整備すること。

・従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録する
とともに、様式に従い、身体拘束等について報告すること。
・報告された事例を集計し、分析すること。
・事例の分析に当たっては、発生時の状況等を分析し、身体拘束等
の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとり
まとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
・報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
・適正化策を講じた後に、その結果について検証すること。

●身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催にあたって

●同委員会における具体的な対応の想定（何をするのか）



身体拘束等の適正化（３）

●身体拘束等の適正化のための指針に盛り込むべきこと。

以下のような項目を盛り込んでおくこと。

①事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

②身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

③身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

④事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

⑤身体拘束発生時の対応に関する基本方針

⑥利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

⑦その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
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身体拘束等の適正化（４）

・身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、

作成した指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。

・定期的な研修（１年に１回以上）及び新規採用時には必ず実施する。

・研修の実施内容を記録することが重要。

・事業所内で行う職員研修で差し支えない。

・虐待防止に関する研修と一体的に開催してもよいが、必ず内容に身体拘束

等の適正化に関する事象を取り扱うこと。
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〈一体的に開催した場合〉

身体拘束等の適正化に関する内容が含まれない場合、研修を
実施したとみなせず、減算の対象となります。

●身体拘束等の適正化のための研修の実施にあたって



業務継続計画（BCP)の策定（１）
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●感染症や災害の発生時においても、業務を中断させないように準備す
るとともに、優先業務を実施できるよう計画を立てることが重要です。

●令和６年４月１日より、以下の３点が義務化となります。

① 感染症（①）や非常災害(②）の発生時において、利用者に対する
障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該計画に
従い必要な措置を講じなければならない。

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計
画の変更を行うものとする。

〈実地指導時に最低限確認すること。〉
・①は策定した計画を確認します。

・②は議事録等で、結果の記録を確認します。



業務継続計画（BCP)の策定（２）
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〇策定にあたって

・厚生労働省のホームページに掲載されている「業務継続ガイドラ
イン」を参考にしてください。 同ガイドラインでは、

①正確な情報集約と判断ができる体制の構築

・意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこ

と、連絡体制の確認

②事前の対策と被災時（感染発生時）に分けて同時に対策を準備

③業務の優先順位の整理

可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に策定す
る。

といった観点で策定を進めることが推奨
いずれか若しくは両方の業務継続計画が
未策定の場合、今後は減算対象に



業務継続計画（BCP)の策定（３）
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〇研修の実施

・作成したBCPを関係者と共有し、平時から内容に関する研修を実施する。

・定期的（年１回以上）な教育(研修）を開催する

・新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。

・研修の実施内容について記録すること。

〇訓練の実施

・BCPの内容に沿った訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）行い、記録す

ること。

・感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも可。

・机上を含めその実施方法は問わない。

・インフラ・設備・納品が止まった場合、責任者が不在の場合など、様々な状況を想定

したシミュレーションや発生した場合に実践する支援の演習等を行うこと。

〇定期的な計画の見直し

上記の研修や訓練で出された課題や、最新の動向を計画に反映させること。



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止（１）

●令和６年４月１日より、以下の３点が義務化となります。
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① 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会を定期的に開催

② 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
指針を整備すること

③ 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延
の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
を定期的に実施すること。

〈実地指導時に最低限確認すること。〉
・①及び③は議事録等、結果の記録を確認します。

・②については、指針で確認します。



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止（２）
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〇 定期的とは、おおむね３月に１回以上、また感染症が流行している
時期など、必要に応じて随時開催

〇 関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深い会議体が設置され
ている場合、一体的に運営・設置してよい。

〇 幅広い職種により構成する。（推奨）
（施設長、事務長、医師、看護職員、生活支援員、管理栄養士等と
されているが、施設・事業所の状況に合わせた検討も可）

〇 選任の感染対策を担当する者を決めておくことが必要

〇 テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

●感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会につ
いて



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止（3）
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① 平常時の対策を明記

・衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等）
・日常の支援にかかる感染対策（標準的な予防策（血液等に触れる時に
どのようにするかなどの取り決め）
・手洗いの基本
・早期発見のための日常の観察項目

② 発生時の対策

・発生状況の把握
・感染拡大の防止
・医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等との連携
・医療処置
・行政への報告

●指針には、平常時の対策と発生時の対策を明記する。



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止（４）
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●研修並びに訓練について

〇研修について
・内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発すると

ともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行う
・定期的な研修（年２回以上）と新規採用時には必ず実施すること
・研修の内容は記録すること

〇訓練について
・感染症発生時の対応について訓練（シミュレーション）を定期的

に（年２回以上）行うことが必要
・役割分担の確認や、支援の演習を行う
・机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施
するものを適切に組み合わせながら実施することが適切



勤務体制の確保等（１）
●職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな
らない。
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第11条第１項

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律第30条の２第１項

●必要な措置とは

１ 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ
てはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。

２ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により相談への対応のた
めの窓口をあらかじめ定め、従業者に周知すること。

【関連法律】



勤務体制の確保等（２）
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●事業主の方針を明確化していると認められる例

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場に
おけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を規定し、当該規程と併せ
て、職場におけるハラスメントの内容及びその発生の原因や背景を労働者に
周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等
に職場におけるハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに職場に
おけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を記載し、配布等するこ
と。

③ 職場におけるハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに職場に
おけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓
発するための研修、講習等を行うこと。



運営規程・重要事項説明書・利用契約書

● 共通する主な指摘事項

〇運営規程の記載と重要事項説明書や利用契約書の記載が一致していない。

（営業日・時間、人員の配置、利用料金等が異なっている。）

〇長野県条例の名称が記載されている。（松本市条例名に直すこと）

（「松本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和２年松本市条例第65号）」と記載する。）

〇運営規程等に記載のない料金を徴収している。

事業所で徴収している日常生活に要する費用等の料金が運営規程や重要事項説明書等に

記載されず、文書を用いず、口頭の説明で徴収している。
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● 運営規程は、事業の運営についての重要事項を定め、重要事項説明書や利
用契約書は、提供するサービスの内容を説明し、同意を得て契約が成立した
証になります。

● 内容は常に最新の状態にしておくことが重要です。



運営規程(生活介護の例）
● 運営規程に基準上、記載すべき内容

①事業の目的及び運営の方針

②従業者の職種、員数及び職務の内容 （「〇人以上も可」）

③営業日及び営業時間

④利用定員

⑤福祉サービスの内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

⑥通常の事業の実施地域

⑥緊急時における対応方法

⑦サービスの利用に当たっての留意事項

⑧緊急時における対応方法

⑨非常災害対策

⑩事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑪虐待の防止のための措置に関する事項

ア 虐待の防止に関する責任者の選定

イ 成年後見制度の利用支援

ウ 苦情解決体制の整備

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

オ 虐待防止委員会の設置等に関すること。
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特に⑪の項目に漏れがないか、確認をお願いします。



重要事項説明書・利用契約書

● 重要事項説明書に関する主な指摘

〇 第三者評価の実施の有無の記載がない。（基準上、記載は必須です。）

実施しているか否かの記載を追加し、利用者に説明すること。

〇 利用料金の記載が徴収している額と異なっている。

〇 長野県福祉サービス運営適正化委員会の所在地が旧住所のままになっている。

（現在は、「長野市中御所岡田98－1」となっています。）
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重要事項説明書、利用契約書は、利用者とトラブルにならないため
に、整備が必要です。

● 利用契約書に関する主な指摘

〇 契約締結者が、経営者（事業者）でなく、事業所や管理者となっている。

（事業所等に権限が委任されている場合は除きます。）

〇 利用契約の契約期間が、受給者証の支給決定期間外となっている。

（受給者証の期間内で契約を締結し、契約期間を設定すること。）



訓練等給付費の額に係る通知の指摘

【通知にあたっての原則】

〇 支給を受けた場合

支給を受けてから（入金があってから）通知してください。

〇 通知しなければならない

必ず、利用者全員に通知する必要があります。

38

● 法定代理受領により市町村から提供した障害福祉サービスに係る給付費の支
給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る気給
付費の額を通知しなければならない。

本来の支払い 市町村 → 利用者 → 事業所

法定代理受領 市町村 → 事業所 → 利用者へ支給を受けたことを通知

〇 通知には、①通知日②サービス提供月③法定代理受領額（必要に応じ
て利用の内訳）④給付を受けた日 は最低限入れるようにしてください。



利用者負担額等の受領にかかる指摘

〇 事前に必ず文書で理由及び金額を説明し、利用者から同意を得ること。

・口頭による同意のみで徴収している事例が見受けられます。

〇 領収証は必ず受領した利用者全員に発行すること。

・口座振替者に対しても発行すること。

〇 口座振替の手数料は、事業者負担とすること。

・利用者から徴収している事例が見受けられます。

〇 実費徴収した項目については、必ず精算すること。

・事業所の利益としてはいけません。
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●利用者から受領できる金額（生活介護の例）

１ 利用者負担額
２ 食事の提供に要する費用
３ 創作的活動に係る材料費
４ 日用品費
５ サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても
通常必要となるものに係る費用

●受領にかかる注意事項



工賃向上計画（就労継続支援B型）

〈実地指導時の確認〉

〇 本市は中核市であり、基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計

画の提出を求めておりません。

〇 工賃向上計画自体は、毎年５月末日までに長野県健康福祉部障がい者

支援課に直接ご提出ください。

〇 実地指導時には、必ず工賃向上計画を確認しますので、ご準備ください。
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●就労継続支援B型サービス費(1）又は⑵を算定する場合は、工賃向上計画を作成
している必要があります。

⇒工賃向上計画が策定されていない場合、給付費は返還対象となります。



最後に

引き続き、適切な事業所、施設運営をよろしくお願いいたします。
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